
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
扉に固着されるベース本体に対してハンドルが起伏回転するように装着され、ハンドルの
起立回転時または起立回転後におけるハンドルの回転操作時に、ハンドルに直接または間
接的に接続されたロックプレートが、ボックス本体などの固定枠体側の受金部から離脱し
、複数のダイヤル円盤の外周面に付された符号を予め設定した解錠符号列に合致させたと
きに解錠方向に動作する符号合わせ錠を、ハンドルに組み込み、ハンドルをベース本体に
対して起立不能に拘束する錠止部材を、ハンドルの前面と平行に配置して前記符号合わせ
錠のダイヤル円盤の中央部に貫通させ、該錠止部材の先端部がベース本体側に形成した受
部に係合するように、バネ部材によって と錠止部材を前進方向に
移動付勢

符号合わせ錠を解錠動作させてから ハンドルを から引き出
したとき、 前記錠止部材を前記バネ部材の付勢に抗
して後退方向に
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符号合わせ錠のカム円盤
した符号合わせ錠組込み型扉用ロックハンドル装置において、

ベース本体に形成された前記受部を、前面側のカム斜面と背面側のカム斜面とによって断
面山形に形成し、前記ハンドルを倒伏回転させたとき、前記錠止部材の先端部が前記受部
の前面側のカム斜面に衝突し、当該前面側のカム斜面に押された錠止部材が前記バネ部材
の付勢に抗して後退して、当該受部の頂点を越えたとき、前記バネ部材の付勢によって前
記錠止部材が前進して、前記錠止部材の先端部が前記受部の背面側のカム斜面に係合する
一方、前記 前記 前記ベース本体

前記受部の背面側のカム斜面によって
移動させるようにしてあり、

符号合わせ錠を格納するためにハンドルに形成した空洞部は、ハンドルの背面側に開口さ



こと
を特徴とする符号合わせ錠組込み型扉用ロックハンドル装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ハンドルがベース本体に対して起伏回転する
扉用ロックハンドル装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
ベース本体が扉に固着され、このベース本体に対してハンルが起伏回転するように装着さ
れ、ハンドルがベース本体に対して垂直または斜めに起立回転する時に、または起立回転
後にハンドルを回転操作した時に、ハンドルに直結または間接的に連結されたロックプレ
ートが、ボックス本体などの固定枠体側の受金部から離脱するように構成された扉用ロッ
クハンドル装置は、既に知られており、ハンドルまたはベース本体の一方にはシリンダー
錠が組み込まれ、ハンドルはベース本体に対して倒伏した位置に拘束保持されるようにな
っている。
【０００３】
この扉用ロックハンドル装置では、装着対象の機器における内部スペース上の制約、ある
いは対象機器の設置箇所における外部スペース上の制約から、ベース本体の扉後面側への
突出量、あるいはハンドルの扉前面側への突出量は極力減らすことが要請されることがあ
る。
このような要請に対応するためには、ハンドルの厚さやベース本体の奥行き寸法を小さく
して、装置全体を薄型に構成する必要があるが、この場合にはハンドルやベース本体に組
み込まれるシリンダー錠も薄型のものとならざるを得ない。
【０００４】
薄型のシリンダー錠では、内部錠機構として組み込まれるディスクタンブラピンタンブラ
のセット数が少ないため、得られる鍵違いの数も自ずから限定されたものとなった。その
ため、対象機器の使用を許された者が多数存在しており、その多数の者による機器の使用
がシリンダー錠を媒介としてパーソナル管理したい用途には、薄型シリンダー錠を組み込
んだ装置は適用することができなかった。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
したがって本発明の目的は、装置全体を薄型に構成しても極めて多数の鍵違いを容易に得
ることができ、多数の者によって使用等される機器等についてパーソナル管理を的確に行
なえる扉用ロックハンドル装置を提供することである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
請求項１の発明の特徴とするところは、扉に固着されるベース本体に対してハンドルが起
伏回転するように装着され、ハンドルの起立回転時または起立回転後におけるハンドルの
回転操作時に、ハンドルに直接または間接的に接続されたロックプレートが、ボックス本
体などの固定枠体側の受金部から離脱し、複数のダイヤル円盤の外周面に付された符号を
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れており、該開口はバックプレート部材によって閉塞されており、符号合わせ錠の前記カ
ム円盤には、外周面に符号の数に等しい数の位置決め突起を等角度間隔に形成してあり、
前記バックプレート部材の前面側には位置決め溝を設けてあり、
施錠状態において、前記バネ部材の付勢によってカム円盤の先端部がダイヤル円盤の小径
孔から出て、カム円盤の外周面の連動突起が前記小径孔の内周面の連動溝から離脱してい
るとき、カム円盤の前記位置決め突起の少なくとも１個をバックプレート部材の前記位置
決め溝に係合させる一方、
施錠用符号組合せの設定変更に当たっては、前記錠止部材の連動リングによってカム円盤
を押し上げて、カム円盤の位置決め突起をバックプレート部材の位置決め溝から脱出させ
、これと同時にカム円盤の連動突起をダイヤル円盤の連動溝に係合させるようにした



予め設定した解錠符号列に合致させたときに解錠方向に動作する符号合わせ錠を、ハンド
ルに組み込み、ハンドルをベース本体に対して起立不能に拘束する錠止部材を、ハンドル
の前面と平行に配置して前記符号合わせ錠のダイヤル円盤の中央部に貫通させ、該錠止部
材の先端部がベース本体側に形成した受部に係合するように、バネ部材によって

と錠止部材を前進方向に移動付勢 本体側に形成した受部に係合するよう
に、バネ部材によって と錠止部材を前進方向に移動付勢

符号合わせ錠を解錠動作させてから ハンドルを から引き出
したとき、 前記錠止部材を前記バネ部材の付勢に抗
して後退方向に

こと
である。
【０００７】
【発明の作用】
本発明の扉用ロックハンドル装置では、機器の所有者または管理者から機器の使用を許さ
れた多数の者は、当該所有者または管理者から予め自分専用の解錠符号列を割り当てられ
る。
前記多数の内の一人の者が、機器を使用するために扉を開放するときには、複数のダイヤ
ル円盤の外周面に付された符号の組合せ順列からなる符号列が、自分に割り当てられてい
る解錠符号列となるように、複数のダイヤル円盤を適宜に正逆回転させる。
【０００８】
割り当ての解錠符号列が得られたとき、符号合わせ錠は解錠方向に動作することになり、
この解錠動作によって錠止部材が解錠方向に駆動されるため、ベース本体に対するハンド
ルの拘束が解除され、ハンドルはベース本体から引き出して垂直または斜めに起立可能と
なる。
このハンドルの起立回転時に、または起立回転後にハンドルを軸周りに回転操作した時に
、ハンドルに直接または間接的に接続された鎖錠手段が、機器収納ボックス本体の受金部
から離脱し、扉は開放可能な状態となる。
【０００９】
【発明の実施の形態】
図示の実施例では、図５に示したようにベース本体１は扉２の前面に突き当てられ、扉２
に形成された取付孔３には、扉２の後面側から鎖錠機構４の固定ケース５の前面隆起部が
嵌め込まれる。扉２の後面側から固定ケース５の透孔８を通してベース本体１の背面部の
ねじ孔６にビス７が捻じ込まれ、ベース本体１と鎖錠機構４が扉２に締め付け固着されて
いる。
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符号合わ
せ錠のカム円盤 し

符号合わせ錠のカム円盤 してある
符号合わせ錠組込み型扉用ロックハンドル装置において、
ベース本体に形成された前記受部を、前面側のカム斜面と背面側のカム斜面とによって断
面山形に形成し、前記ハンドルを倒伏回転させたとき、前記錠止部材の先端部が前記受部
の前面側のカム斜面に衝突し、当該前面側のカム斜面に押された錠止部材が前記バネ部材
の付勢に抗して後退して、当該受部の頂点を越えたとき、前記バネ部材の付勢によって前
記錠止部材が前進して、前記錠止部材の先端部が前記受部の背面側のカム斜面に係合する
一方、前記 前記 前記ベース本体

前記受部の背面側のカム斜面によって
移動させるようにしてあり、

符号合わせ錠を格納するためにハンドルに形成した空洞部は、ハンドルの背面側に開口さ
れており、該開口はバックプレート部材によって閉塞されており、符号合わせ錠の前記カ
ム円盤には、外周面に符号の数に等しい数の位置決め突起を等角度間隔に形成してあり、
前記バックプレート部材の前面側には位置決め溝を設けてあり、
施錠状態において、前記バネ部材の付勢によってカム円盤の先端部がダイヤル円盤の小径
孔から出て、カム円盤の外周面の連動突起が前記小径孔の内周面の連動溝から離脱してい
るとき、カム円盤の前記位置決め突起の少なくとも１個をバックプレート部材の前記位置
決め溝に係合させる一方、
施錠用符号組合せの設定変更に当たっては、前記錠止部材の連動リングによってカム円盤
を押し上げて、カム円盤の位置決め突起をバックプレート部材の位置決め溝から脱出させ
、これと同時にカム円盤の連動突起をダイヤル円盤の連動溝に係合させるようにした



【００１０】
ベース本体１の上部には、扉２の前面と直角に軸受孔９が形成されており、軸受孔９には
施錠軸１０が嵌挿されている。施錠軸１０は中間段差部によって軸方向への移動を制止さ
れており、施錠軸１０の背面角孔部には、前記鎖錠機構４のピニオン軸１１が相対回転不
能に嵌められ、ピニオン軸１１の大径部周面に形成した歯列は、図６に示したようにラッ
ク１２に噛み合っており、ラック１２は鎖錠機構４に上下方向に移動可能に案内されてい
る。ラック１２の上下端部には鎖錠ロッドが連結され、鎖錠ロッドそれ自体、または鎖錠
ロッドに更に連結したラッチボルト等の鎖錠手段が、電気機器収納ボックスなどの固定枠
体（図示していない）側の受金部に係脱する。
【００１１】
ハンドル１３の上端部の背面側に形成された扇形断面の凹部１４には、施錠軸１０の前端
部が遊び空間を残して挿入され、ハンドル１３は扉２の前面と平行な横断枢軸１５によっ
て施錠軸１０の前端部に枢着されている。ハンドル１３がベース本体１に対して倒伏した
とき、ハンドル１３の主体部分の背面側部分はベース本体１の正面側凹部１６に入り込む
。ハンドル１３の下端部の左右側面部分には、指掛け用縁部１７が突出形成されており、
前記倒伏状態では、指掛け用縁部１７はベース本体１の下端部から前面側に突出しており
、使用者がハンドル１３をベース本体１から引き出して起立回転させるとき、使用者の指
先が掛け易いように形成されている。
【００１２】
ハンドル１３はベース本体１に対して斜めに起立回転し、この起立状態において使用者が
ハンドル１３を握って回転操作すると、ハンドル１３と一体に施錠軸１０が回転し、鎖錠
機構４の前記ピニオン軸１１が回されて、ラック１２が上下方向に駆動され、固定枠体に
対する扉２の施錠が解除される。扉２はハンドル１３をそのまま手前に引くことによって
開放され、ボックス本体内に装置されている機器を点検修理したり使用することができる
。
ハンドル１３には、符号合わせ錠１９を格納するための空洞部２０が中間部分にその長さ
方向に長く形成されており、該空洞部２０はハンドル１３の背面側に開口されており、該
開口はバックプレート部材２１によって閉塞されている。
【００１３】
符号合わせ錠１９は、外周面に数字などの符号を複数個等角度間隔に表示してあるダイヤ
ル円盤２２と、ダイヤル円盤２２に組立てられるカム円盤２３と、先端の折曲げ部に先端
ラッチ部３５を連結してある丸軸状の錠止部材２４とを主要な構成部品としている。先端
ラッチ部３５には、錠止部材２４の折曲げ端部が嵌め込まれる屈曲溝孔３５ａを形成して
ある。
短筒状のカム円盤２３は中央部には、錠止部材２４が挿通される貫通孔２３ａを軸方向に
形成してある。ダイヤル円盤２２には小径孔２２ａと大径孔２２ｂが軸方向に形成されて
いる。圧縮コイルバネよりなるバネ部材２７の付勢に抗して、カム円盤２３がダイヤル円
盤２２に向かって軸方向に前進し、カム円盤２３の先端部がダイヤル円盤２２の小径孔２
２ａに入り込んだとき、ダイヤル円盤２２の小径孔２２ａの内周面の連動溝２５にカム円
盤２３の外周面の連動突起２６が係合する。施錠状態では、該バネ部材２７の付勢によっ
て、カム円盤２３は小径孔２２ａから出ており、連動突起２６と連動溝２５は離脱位置に
保持されている。
【００１４】
カム円盤２３は、外周面に符号の数に等しい数の位置決め突起２６ａを等角度間隔に形成
され、この位置決め突起２６ａは前記連動突起２６の基端部分になっている。バックプレ
ート部材２１は、ハンドル１３側のガイド突起２８のねじ孔２９に捻じ込まれるビス３０
によって、ハンドル１３に接合固定される。バックプレート部材２１には、カム円盤２３
の前記位置決め突起２６ａの少なくとも１個が係合する位置決め溝３１を設けてある。
【００１５】
ダイヤル円盤２２の外周面には符号の数に等しい数のデテント溝３２が等角度間隔に、か
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つ符号の間に形成されている。ハンドル１３の前記空洞部２０に収容固定されたデテント
用バネ部材３３の先端部３４が、該デテント溝３２に係合することによって、ダイヤル円
盤２２を当初に設定された施錠用符号組合せの位置に保持するようになっている。
この符号組合せは、ダイヤル円盤２２の外周面を指で回すことによって、任意に設定変更
される。
【００１６】
この設定変更に当たっては、先端ラッチ部３５を指で押して、ハンドル１３の先端部の空
洞部３６に押し込み、錠止部材２４の中間部に固定してある連動リング３７によってカム
円盤２３を押し上げ、カム円盤２３の先端部をダイヤル円盤２２の小径孔２２ａに押し込
み、カム円盤２３の位置決め突起２６ａをバックプレート部材２１の位置決め溝３１から
脱出させ、これと同時にカム円盤２３の連動突起２６をダイヤル円盤２２の連動溝２５に
係合させる。
【００１７】
これによってカム円盤２３とダイヤル円盤２２が一体に連結されるので、ダイヤル円盤２
２を回すとカム円盤２３も同角度回転する。施錠用符号組合せを設定した後、先端ラッチ
部３５の押圧を解除すると、前記バネ部材２７の作用によってカム円盤２３の先端部がダ
イヤル円盤２２の小径孔２２ａから離れ、ダイヤル円盤２２はそれ単独で回転可能となる
。そのため、ダイヤル円盤２２を任意に回転させると、カム円盤２３の連動突起２６とダ
イヤル円盤２２の連動溝２５が互いに整合しない位置に来て、カム円盤２３をダイヤル円
盤２２の小径孔２２ａに入り込ませることが不可能となり、施錠が成立する。
【００１８】
施錠用符号組合せを知っている者が、正しい符号組合せに各ダイヤル円盤２２の符号を揃
えたとき、ダイヤル円盤２２の連動溝２５とカム円盤２３の連動突起２６が、カム円盤２
３の前進によって直ちに係合する位置において対面することになる。すなわち、符号合わ
せ錠１９は解錠可能状態に設定されたのである。
【００１９】
カム円盤２３はバネ部材２７によって積層状態で錠止部材２４の連動リング３７に押し当
てられている。
使用者がダイヤル円盤２２の外周面に付された符号を良く見ることができ、また指先を当
ててダイヤル円盤２２を回転操作し易いように、ダイヤル円盤２２の一部の周縁部は、ハ
ンドル１３の前面壁部のスロット３８からハンドル１３の前面側に突出している。本実施
例では、ダイヤル円盤２２の符号としては数字が使用され、０から９の１０個の数字が等
角度間隔に記されている。錠止部材２４はカム円盤２３の中央貫通孔２３ａに挿通されて
いる。
【００２０】
錠止部材２４と一体に形成されるか、別体に構成されて錠止部材２４の先端部に連結され
た先端ラッチ部３５は、前記空洞部３６の先端開口３９から突出し、ベース本体１側の受
部４０と係合する。この受部４０は断面山形に形成され、ハンドル１３が倒伏状態にある
ときには、先端ラッチ部３５は受部４０の背面側のカム斜面４１に係合している。
施錠用符号組合せを知っている者が、正しい符号組合せに各ダイヤル円盤２２の符号を揃
えたとき、ダイヤル円盤２２の連動溝２５とカム円盤２３の連動突起２６は、カム円盤２
３の前進によって直ちに係合する位置において対面することになる。すなわち、符号合わ
せ錠１９は解錠可能状態となる。
【００２１】
この状態において、前記指掛け用縁部１７に指を掛けてハンドル１３をベース本体１から
引き出し回転させると、前記受部４０のカム斜面４１に押された先端ラッチ部３５と錠止
部材２４は、バネ部材２７の付勢に抗して後退方向に移動し、カム円盤２３がそれぞれの
ダイヤル円盤２２の小径孔２２ａに入り込み、カム円盤２３の連動突起２６がダイヤル円
盤２２の連動溝２５に係合することになる。
このようにして、先端ラッチ部３５が受部４０から離反した位置まで後退することによっ
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て、ベース本体１に対するハンドル１３の錠止が解除され、ハンドル１３は所定角度まで
起立回転させられる。その後、ハンドル１３で施錠軸１０を回すことによって、前記固定
枠体に対する扉２の錠止が解除される。
【００２２】
前記受部４０の前面側のカム斜面４２には、ハンドル１３を倒伏回転させたとき、錠止部
材２４の先端ラッチ部３５が衝突し、カム斜面４２に押された先端ラッチ部３５は一旦後
退することによって、受部４０の頂点を越える。ハンドル１３が完全に倒伏位置に来たと
き、先端ラッチ部３５と錠止部材２４は、前記連動リング３７に作用するバネ部材２７の
作用によって再び前進し、背面側のカム斜面４１に係合することになる。
【００２３】
【発明の効果】
本発明の扉用ロックハンドル装置では、複数のダイヤル円盤の外周面に付された符号を予
め設定した解錠符号列に合致させたときに解錠操作が可能になる符号合わせ錠を、ハンド
ルまたはベース本体に組み込み、ハンドルをベース本体に対して起立不能に拘束する錠止
部材を、前記符号合わせ錠の解錠操作によって駆動するようにしたので、装置全体の構成
を薄型にしても非常に多数の鍵違いを容易に得ることができ、特定多数の者によって使用
等される機器等について、パーソナル管理を的確に行なうことができる。
【００２４】
また、ハンドルをベース本体に対して起立不能に拘束する錠止部材を、ハンドルの前面と
平行に配置して前記符号合わせ錠のダイヤル円盤の中央部に貫通させてあるため、ハンド
ルの厚さを可及的に薄く形成することができ、扉面からのロックハンドル装置の突き出し
量を低減させることができる。
【００２５】
さらにまた、

符号合わせ錠を解錠動作させてから
ハンドルを から引き出したとき、 前
記錠止部材を前記バネ部材の付勢に抗して後退方向に移動させる してあるため、錠
止部材の駆動機構を別部品で構成する必要がなく、部品点数の減少と構造の簡略化が行な
える。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例に係る扉用ロックハンドル装置の施錠状態の正面図である。
【図２】図１の扉用ロックハンドル装置の左側面図である。
【図３】図１の扉用ロックハンドル装置の平面図である。
【図４】図１の扉用ロックハンドル装置の鎖錠機構取り外し状態の背面図である。
【図５】図１のＡ－Ａ線断面図である。
【図６】図２のＢ－Ｂ線断面図である。
【図７】図１の扉用ロックハンドル装置の解錠過程を示す断面図である。
【図８】図１の扉用ロックハンドル装置の解錠状態の断面図である。
【図９】図１の扉用ロックハンドル装置に組込んだ錠止部材の正面図である。
【図１０】図９の錠止部材に連結される の正面図である。
【図１１】図１０の の左側面図である。
【図１２】図１０の の平面図である。
【図１３】図１０のＣ－Ｃ線断面図である。
【図１４】図１の扉用ロックハンドル装置に使用したハンドルの正面図である。
【図１５】図１４のハンドルの左側面図である。
【図１６】図１４のハンドルの背面図である。
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ベース本体の正面側凹部に形成された前記受部を、前面側のカム斜面と背面
側のカム斜面とによって断面山形に形成してあり、前記ハンドルを倒伏回転させたとき、
前記受部の前面側のカム斜面に前記錠止部材の先端部が衝突し、当該前面側のカム斜面に
押された前記錠止部材が前記バネ部材の付勢に抗して後退して、当該受部の頂点を越えた
とき、前記バネ部材の付勢によって前記錠止部材が前進して、前記錠止部材の先端部が前
記受部の背面側のカム斜面に係合する一方、前記 前記

前記ベース本体 前記受部の背面側のカム斜面によって
ように

先端部
先端部
先端部



【図１７】図１４のＤ－Ｄ線断面図である。
【図１８】図１４のハンドルの平面図である。
【図１９】図１６のＥ－Ｅ線断面図である。
【図２０】図１６のＦ－Ｆ線断面図である。
【図２１】図１６のＧ－Ｇ線断面図である。
【図２２】図１６のＨ－Ｈ線断面図である。
【図２３】図１６のＩ－Ｉ線断面図である。
【図２４】図１６のＪ－Ｊ線断面図である。
【図２５】図１６のＫ－Ｋ線断面図である。
【図２６】図１４のハンドルに使用するバックプレート部材の正面図である。
【図２７】図２６のバックプレート部材の平面図である。
【図２８】図２６のバックプレート部材の左側面図である。
【図２９】図２６のバックプレート部材の背面図である。
【図３０】図２６のＬ－Ｌ線断面図である。
【図３１】図２６のＭ－Ｍ線断面図である。
【図３２】図２６のＮ－Ｎ線断面図である。
【図３３】図２６のＯ－Ｏ線断面図である。
【図３４】図２６のＰ－Ｐ線断面図である。
【図３５】図２６のＱ－Ｑ線断面図である。
【図３６】図１の扉用ロックハンドル装置に組込んだダイヤル円盤の正面図である。
【図３７】図３６のダイヤル円盤の平面図である。
【図３８】図３７のＲ－Ｒ線断面図である。
【図３９】図１の扉用ロックハンドル装置に組込んだカム円盤の平面図である。
【図４０】図３９のカム円盤の底面図である。
【図４１】図３９のカム円盤の正面図である。
【図４２】図３９のカム円盤の背面図である。
【図４３】図３９のカム円盤の左側面図である。
【図４４】図３９のＳ－Ｓ線断面図である。
【図４５】図１の扉用ロックハンドル装置に組込んだデテント用バネ部材の正面図である
。
【図４６】図４５のバネ部材の左側面図である。
【図４７】図４５のバネ部材の平面図である。
【図４８】図１の扉用ロックハンドル装置の符号合わせ錠周辺部分の拡大断面図であり、
施錠状態を示している。
【図４９】図４８のＴ－Ｔ線断面図である。
【図５０】図４８のＵ－Ｕ線断面図である。
【図５１】図１の扉用ロックハンドル装置の符号合わせ錠周辺部分の拡大断面図であり、

を押し上げた状態を示している。
【図５２】図５１のＶ－Ｖ線断面図である。
【図５３】図５１のＷ－Ｗ線断面図である。
【符号の説明】
１　ベース本体
２　扉
３　取付孔
４　鎖錠機構
５　固定ケース
６　ねじ孔
７　ビス
８　透孔
９　軸受孔
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１０　施錠軸
１１　ピニオン軸
１２　ラック
１３　ハンドル
１４　扇形凹部
１５　横断枢軸
１６　正面側凹部
１７　指掛け用縁部
１９　符号合わせ錠
２０　空洞部
２１　バックプレート部材
２２　ダイヤル円盤
２３　カム円盤
２４　錠止部材
２５　連動溝
２６　連動突起
２６ａ　位置決め突起
２７　バネ部材
２８　ガイド突起
２９　ねじ孔
３０　ビス
３１　位置決め溝
３１を設けてある。
３２　デテント溝
３３　デテント用バネ部材
３４　デテント用バネ部材の先端部
３５　錠止部材の
３６　空洞部
３７　連動リング
３８　スロット
３９　空洞部の先端開口
４０　受部
４１　カム斜面
４２　カム斜面
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

(12) JP 3583383 B2 2004.11.4



【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】 【 図 ２ ３ 】

(13) JP 3583383 B2 2004.11.4



【 図 ２ ４ 】 【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】 【 図 ２ ７ 】
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【 図 ２ ８ 】 【 図 ２ ９ 】

【 図 ３ ０ 】 【 図 ３ １ 】
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【 図 ３ ２ 】 【 図 ３ ３ 】

【 図 ３ ４ 】 【 図 ３ ５ 】
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【 図 ３ ６ 】

【 図 ３ ７ 】

【 図 ３ ８ 】

【 図 ３ ９ 】

【 図 ４ ０ 】

【 図 ４ １ 】 【 図 ４ ２ 】
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【 図 ４ ３ 】 【 図 ４ ４ 】

【 図 ４ ５ 】

【 図 ４ ６ 】

【 図 ４ ７ 】

【 図 ４ ８ 】
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【 図 ４ ９ 】 【 図 ５ ０ 】

【 図 ５ １ 】 【 図 ５ ２ 】

【 図 ５ ３ 】
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